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第
だい

１条
じょう

 この会
かい

は「北海道
ほっかいどう

教育大学
きょういくだいがく

附属
ふぞく

特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

新
しん

同窓会
どうそうかい

」、通称
つうしょう

 

「きりのめ会
かい

」と称
しょう

し、事務局
じむきょく

を同校
どうこう

に置
お

く。 

 

第
だい

２条
じょう

 この会
かい

は会員
かいいん

の交流
こうりゅう

を図
はか

り、相互
そうご

理解
りかい

を通
とお

して互
たが

いに励
はげ

まし合
あ

い、合
あ

わせて協 力
きょうりょく

と理解
りかい

を図
はか

り、母校
ぼこう

の発展
はってん

に寄
き

与
よ

することを目的
もくてき

とする。 

 

第
だい

３ 条
じょう

 この会
かい

は本校
ほんこう

高等部
こうとうぶ

卒業生
そつぎょうせい

及
およ

びその保護者
ほ ご し ゃ

、在職
ざいしょく

教員
きょういん

並
なら

びに

旧 職 員
きゅうしょくいん

を会員
かいいん

とする。 

 

第
だい

４条
じょう

 この会
かい

の運営
うんえい

のために役員
やくいん

を以下
い か

のとおりに置
お

き、総会
そうかい

にて選出
せんしゅつ

する。

その任期
にんき

は１年
ねん

とする。但
ただ

し、再任
さいにん

は 妨
さまた

げない。 

役職
やくしょく

 担当
たんとう

 人数
にんずう

 業務
ぎょうむ

内容
ないよう

 

会長
かいちょう

 卒業生
そつぎょうせい

 １名
めい

 行事
ぎょうじ

でのあいさつ・会議
かいぎ

への出席
しゅっせき

など 

副会長
ふくかいちょう

 卒業生
そつぎょうせい

 １名
めい

 会長
かいちょう

補佐
ほ さ

・代理
だいり

 

代表
だいひょう

顧問
こもん

 保護者
ほ ご し ゃ

 １名
めい

 
会議
かいぎ

出席
しゅっせき

・同窓会
どうそうかい

行事
ぎょうじ

企画
きかく

運営
うんえい

・卒業生
そつぎょうせい

保護者
ほ ご し ゃ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

・会計
かいけい

監査
かんさ

 

副顧問
ふくこもん

 
保護者
ほ ご し ゃ

 

旧 教
きゅうきょう

職員
しょくいん

 
各
かく

１名
めい

 
代表
だいひょう

顧問
こもん

補佐
ほ さ

・代理
だいり

・同窓会
どうそうかい

行事
ぎょうじ

企画
きかく

運営
うんえい

手伝
てつだ

い 

事務局
じむきょく

 

会計
かいけい

 
学校
がっこう

   

事務
じ む

局 長
きょくちょう

 
進路
しんろ

指導
しどう

主事
しゅじ

 
 会議

かいぎ

のとりまとめ・同窓会
どうそうかい

行事
ぎょうじ

企画
きかく

・運営
うんえい

・

同窓
どうそう

会長
かいちょう

や顧問
こもん

とのやりとり 

事務
じ む

局員
きょくいん

 
センター員

いん

 
 会議

かいぎ

議事録
ぎ じ ろ く

作成
さくせい

・案内状
あんないじょう

作成
さくせい

・同窓会
どうそうかい

行事
ぎょうじ

運営
うんえい

・出欠
しゅっけつ

集約
しゅうやく

 



第
だい

５条
じょう

 この会
かい

に次
つぎ

の会議
かいぎ

を設
もう

ける。 

会議名
かいぎめい

 議題
ぎだい

 

総
そう

  会
かい

 役員
やくいん

の選出
せんしゅつ

、会則
かいそく

、会務
かいむ

報告
ほうこく

、予算
よさん

、決算
けっさん

、その他
ほか

 

臨時
りんじ

総会
そうかい

 
会長
かいちょう

が特別
とくべつ

な事情
じじょう

があると認
みと

めたとき、役員会
やくいんかい

の承認
しょうにん

を得
え

て開
ひら

く。 

役
やく

 員
いん

 会
かい

 協議
きょうぎ

及
およ

び推進
すいしん

、企画
きかく

、立案
りつあん

、その他
ほか

 

 

第
だい

６条
じょう

 この会
かい

の事業
じぎょう

として、次
つぎ

のことを行
おこな

う。 

（１）毎年
まいとし

１回
かい

総会
そうかい

を開
ひら

く。特別
とくべつ

な事情
じじょう

があるときは、臨時
りんじ

総会
そうかい

を開
ひら

く。 

（２）会員
かいいん

についての広報
こうほう

活動
かつどう

を行
おこな

う。（本校
ほんこう

Ｈ Ｐ
ホームページ

を利用
りよう

し、会員
かいいん

の活動
かつどう

の様子
ようす

を伝
つた

える）。 

（３）会員
かいいん

名簿
めいぼ

の整理
せいり

をする。 

（４）毎年
まいとし

３回
かい

（６月
がつ

体育
たいいく

祭
さい

終了後
しゅうりょうご

、11月
がつ

文化
ぶんか

祭
さい

終了後
しゅうりょうご

、１月
がつ

新年
しんねん

の集
つど

い）

の同窓会
どうそうかい

を行
おこな

う。案内
あんない

は、卒業
そつぎょう

後
ご

２年間
ねんかん

とし、それ以降
いこう

は継続
けいぞく

の意思
い し

が

確認
かくにん

された場合
ばあい

のみ案内
あんない

を継続
けいぞく

する。 

（５）その他
ほか

 必要
ひつよう

な事業
じぎょう

を行
おこな

う。 

 

第
だい

７条
じょう

 この会
かい

の会計
かいけい

は会費
かいひ

、寄付
き ふ

金
きん

、その他
ほか

の収 入
しゅうにゅう

によってまかなう。ま

た、会計
かいけい

は次
つぎ

のとおりとする。 

  （１）会費
かいひ

とは、入会
にゅうかい

金
きん

と参加費
さ ん か ひ

、更新料
こうしんりょう

をさす。 

（２）入会
にゅうかい

金
きん

は、高等部
こうとうぶ

卒業
そつぎょう

時
じ

に５００円
えん

納入
のうにゅう

する。 

  （３）参加費
さ ん か ひ

は、各
かく

同窓会
どうそうかい

において会場
かいじょう

にて納入
のうにゅう

する。（金額
きんがく

は、案内
あんない

文書
ぶんしょ

にて知
し

らせる） 

  （４）更新料
こうしんりょう

は、卒業
そつぎょう

後
ご

２年
ねん

以降
いこう

も文書
ぶんしょ

による案内
あんない

の継続
けいぞく

を希望
きぼう

した者
もの

か

ら徴 収
ちょうしゅう

し、２年分
ねんぶん

で５００円
えん

とする。 



  （５）残金
ざんきん

は、次
じ

年度
ねんど

への繰越金
くりこしきん

として処理
しょり

する。 

  （６）本会
ほんかい

の会計
かいけい

年度
ねんど

は毎年
まいとし

４月
がつ

１日
にち

から３月
がつ

３１日
にち

までとする。 

  （７）会費
かいひ

は事務局
じむきょく

（学校
がっこう

）が管理
かんり

するが、年度
ねんど

末
まつ

に代表
だいひょう

顧問
こもん

が会計
かいけい

監査
かんさ

を 

行
おこな

う。 

  （８）会費
かいひ

は一
いっ

世帯
せたい

単位
たんい

の金額
きんがく

とする。 

  （９）会費
かいひ

の支出
ししゅつ

については、役員
やくいん

を中心
ちゅうしん

に検討
けんとう

し、支出
ししゅつ

することとする 

（はがき代
だい

、各
かく

会
かい

運営費
うんえいひ

、飲食代
いんしょくだい

など）。 

 

第
だい

８条
じょう

 この会
かい

の会則
かいそく

の改正
かいせい

は、総会
そうかい

の決議
けつぎ

による。 

 

第
だい

９条
じょう

 この会
かい

の会則
かいそく

は、令和
れいわ

元年
がんねん

６月
がつ

２２日
にち

より施行
しこう

する。 

 


